
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

 
 

 
 

 
 

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

公 
 

 

告 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出 

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
䥹
三
件
䥺 

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出
䥹
十
四
件
䥺 

○
土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

公
安
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○
山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正 

す
る
規
則 

○
山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
項 

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 六

月
二
十
九
日 

第
六
百
六
十
七
号 

月 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
二
百
十
三
号 

 

森
林
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
䥺
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

都
留
市
井
倉
字
池
ノ
山
一
八
八
六
の
一
八
䣍
一
八
八
六
の
一
九 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

㈠ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
䣍
主
伐
は
䣍
択
伐
に
よ
る
䣎 

 
 

 
 

字
池
ノ
山
一
八
八
六
の
一
八
䥹
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
䣎
䥺 

 
 

㈡ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
䣍
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
䣎 

 
 

㈢ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
䣍
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

 
 

 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

㈣ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

 
 

 

䥹
䣓
次
の
図
䣔
及
び
䣓
次
の
と
お
り
䣔
は
䣍
省
略
し
䣍
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
都
留
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎
䥺 

告
　
　
示



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
䣺

ピ
タ
ル
エ
ス
テ
䤀
ト
プ
ラ
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

北
原
克
哉 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内

一
丁
目
六
番
五
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ツ
ル
ハ
ド
ラ
䣹
グ
北
杜
須
玉
店 

山
梨
県
北
杜
市
須

玉
町
大
豆
生
田
字
大
免
七
百
三
十
番
一 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

     

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
六
月
一
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
䣺
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
䤀
ト
プ
ラ
ス

株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

野
々
口
剛 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号 

変
更
前 

 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
䣺
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
䤀
ト
プ
ラ
ス

株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

北
原
克
哉 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号 

変
更
後 

公
　
　
告



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

荒
井
機
業
株
式

会
社 

代
表
取
締
役 

荒
井
康
博 

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
丁
目
二
十
六
番
五
十
八
号 

外
一
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
富
士
吉
田
店 

山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田

六
丁
目
二
十
四
番
三
十
九
号 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

芙
蓉
総
合
リ
䤀

ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
織
田
實
明 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
番
地
一 

外
一
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

竜
王
駅
前
シ
䣼
䣹
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
䤀 

山
梨
県
甲
斐

市
大
下
条
字
上
河
原
千
六
百
七
十
二
番
地
一 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 
神
谷
浩
邦 
 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

イ
オ
ン
リ
テ
䤀

ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
古
澤
康
之 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
石
和
店 

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
駅
前
十
六

番
地
一 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日 

外 
 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
六
月
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

イ
オ
ン
ビ
䣹
グ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

三
浦
弘 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号 

外
八
者 

変
更
前 

 

イ
オ
ン
ビ
䣹
グ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 
三
浦
弘 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
十

五
番
八
号 

外
七
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
塩
山
店 

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
下
塩
後
字
向

原
九
百
十
八
番
地 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
甲
府
向
町
店 

山
梨
県
甲
府
市
向
町
百
八
十

七
番
地 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
富
士
川
店 

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
青

柳
町
八
百
六
十
七
番
一 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
上
野
原
店 

山
梨
県
上
野
原
市
新
田
千
四
百

六
十
番
地 

 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ケ
䤀
ズ
デ
ン
キ
塩
山
店 

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
下
於

曽
千
三
百
二
十
五
番
地 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
五
年
三
月
三
日 

外 
 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

株
式
会
社
岡
島 

 

代
表
取
締
役 

雨
宮
潔 

 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
一
番
十

五 変
更
前 

 

株
式
会
社
岡
島 

 

代
表
取
締
役 

雨
宮
潔 

 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
二
十

号 変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
一
宮
店 

山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
竹
原
田
字

川
原
口
丁
千
三
百
六
十
番 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
韮
崎
店 

山
梨
県
韮
崎
市
藤
井
町
南
下
條
字

下
河
原
百
五
十
二
番
地 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

外
一
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
田
富
モ
䤀
ル 

山
梨
県
中
央
市
山
之
神
字
流

通
団
地
三
千
三
十
三
番
五 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

外
一
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

甲
府
東
シ
䣼
䣹
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
䤀 

山
梨
県
甲
府
市

和
戸
町
藤
塚
三
百
六
十
七
番
一 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
甲
州
店 

山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
山
字
西
田

門
百
八
十
五
番
地
二 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
櫛
形
店 

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
字
八

反
畑
千
四
百
二
十
九
番
地
一 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

株
式
会
社
フ
䣸

レ
ス
ト
モ
䤀
ル 

代
表
取
締
役 

尾
崎
幸
太
郎 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号
新
宿

住
友
ビ
ル
十
一
階 

外
二
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

フ
䣸
レ
ス
ト
モ
䤀
ル
富
士
河
口
湖 

山
梨
県
南
都
留

郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
字
白
木
平
八
千
十
七
番
一 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
一
日 

 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 
 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
八
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
八
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会

社 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

外
一
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

南
ア
ル
プ
ス
ビ
䣹
グ
ス
テ
䤀
ジ 

山
梨
県
南
ア
ル
プ

ス
市
在
家
塚
五
百
六
十
五
番
地 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
七
年
五
月
十
六
日 

外 
 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
三
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
四
者 

変
更
後 



◎ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
䥹
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
䥺
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
䣬
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次
の
と
お
り 

公
告
し
䣍
及
び
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

株
式
会
社
オ
ギ

ノ 

代
表
取
締
役 

荻
野
雄
二 

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号 

外
一
者 

二 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

オ
ギ
ノ
双
葉
店
・
Ｄ
Ｃ
Ｍ
双
葉
店 

山
梨
県
甲
斐
市

龍
地
三
千
二
百
八
十
五
番
地 

外 

 

２ 

変
更
し
た
事
項 

 

㈠ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
䣬
て
は
代

表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

    

㈡ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
䣬
て
は
代
表
者
の
氏
名 

   
 

 

  

３ 

変
更
の
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
日 

外 
 

三 

届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
二
十
八
日 

四 

縦
覧
場
所 

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階 

山
梨
県
県
民
情
報 

セ
ン
タ
䤀 

五 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
九
日
ま
で 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
一
者 

変
更
後 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

石
黒
靖
規 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
四
者 

変
更
前 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

 

代
表
取
締
役 

神
谷
浩
邦 

 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七

号 

外
四
者 

変
更
後 



◎ 

土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

 

土
地
改
良
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
䥺
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
䥹
穴
山
地
区 

畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
䥺
計
画
を
変
更
し
た
の
で
䣍
同
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
䣍
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧

に
供
す
る
䣎
な
お
䣍
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
䣍
山
梨
県
知
事
に
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
䣍
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
䣍

山
梨
県
を
被
告
と
し
て
䣍
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

縦
覧
書
類 

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

韮
崎
市
役
所 

四 

審
査
請
求
期
間 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
八
月
十
二
日
ま
で 



山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号 

 

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

山
梨
県
公
安
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委 

員 

長 
 

髙 
 

橋 
 

英 
 

尚 

 
 

 

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
䥹
平
成
十
七
年
山
梨

県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
一
条
中
䣓
こ
の
規
則
は
䣍
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
䥹
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
䥺
第
十
一

条
及
び
山
梨
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
䣔
を
䣓
公
安
委
員
会

等
が
所
管
す
る
手
続
等
を
䣍
山
梨
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
䣔

に
改
め
䣍
䣓
䣍
公
安
委
員
会
等
が
所
管
す
る
手
続
を
䣔
を
削
る
䣎 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 

二 

条
例
等 

条
例
及
び
執
行
機
関
の
規
則
䥹
規
程
を
含
む
䣎
䥺
を
い
う
䣎 

 

第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
䥹
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る 

 
 

 

こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
䣍
又
は
行
わ
せ 

 
 

 

る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
䣎
䥺
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
䣍
同
条
第
二
項
を
削
る
䣎 

 

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
䣓
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
又
は
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第

五
項
中
䣓
法
令
䣔
を
䣓
条
例
等
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
五
条
を
削
る
䣎 

 

第
六
条
第
一
項
中
䣓
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
及
び
䣔
を
削
り
䣍
同
条
を
第
五
条
と
す

る
䣎 

 

第
七
条
を
削
り
䣍
第
八
条
を
第
六
条
と
し
䣍
第
九
条
を
第
七
条
と
す
る
䣎 

 

第
十
条
第
一
項
中
䣓
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
又
は
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
情

報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
四
項
並
び
に
䣔
を
削
り
䣍
同
条
を
第
八
条
と
す
る
䣎 

 

第
十
一
条
を
削
り
䣍
第
十
二
条
を
第
九
条
と
す
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

公
安
委
員
会



山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
二
十
一
号 

 

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
措
置
䥹
令
和
三
年
山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
二
十
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
䣍
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
警
察
本
部
長 

 

仲 
 

村 
 

健 
 

二 

 

四
中
䣓
第
十
条
䣔
を
䣓
第
八
条
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

五
中
䣓
第
六
条
䣔
を
䣓
第
五
条
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

六
及
び
七
を
削
る
䣎 


